






発生届の限定（緊急避難措置）の実施について

〇制度変更に伴い、

医療現場などに混乱が生じることがなく、また、

患者が適切な医療を継続して受けることができるよう、
対応策をあらかじめ講じる

発生届の限定（緊急避難措置）の実施に関する県の考え方

〇医療機関や保健所の負担を軽減し、
真に医療が必要な方に確実に医療を提供できるよう、

緊急避難措置として、
発生届を重症化リスクのある方に限定
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